
これまでの実施体制

短期入所事業所
※常時１床を確保

市 利用者（支援者）
（緊急時）①利用申込

委託相談事業所

⑦利用者の確認、
サービス調整等

③連絡

②状況確認

④受け入れの可否を判断

⑤回答

⑥サービス調整
依頼

⑦利用者の確認、
サービス調整等

車いすや歩行器利用の方は受け入れが難しかった

⑧
面
談
・
利
用
契
約
等
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今後の実施体制

協力事業所（空床を活用）

市 利用者（支援者）
（緊急時）

①利用申込

委託相談事業所

③協力依頼

②状況確認し、協力事業
所リストから事業所選出

④事業所の空床確認

⑥-2必要時サー
ビス調整依頼

⑦-2必要時利用者の確
認、サービス調整等

協力事業所が多ければ障害種別に関わらず
必要な方が利用しやすくなる

⑦-2必要時利用者の

確認、サービス調整
等

⑤回答

⑥-1相談員へサービ
ス調整依頼
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